
証券コード：7775

平成25年６月10日

株 主 各 位
大阪市中央区道修町三丁目６番１号

代表取締役社長 山 田 圭 一

第45期 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第45期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成25年６月24日（月曜日）午後

５時30分までに到着するよう、ご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

１. 日 時 平成25年６月25日（火曜日）午前10時

２. 場 所 大阪市北区中之島５丁目３番68号

リーガロイヤルホテル ペリドットの間

（会場が昨年と異なりますので末尾の会場ご案内図をご参照

　いただき、お間違えのないようお願い申し上げます。）

３. 目 的 事 項

報 告 事 項 第45期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

事業報告及び計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

議 案 取締役５名選任の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い

申しあげます。なお、株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インター

ネット上の当社ウェブサイト（http://www.daiken-iki.co.jp）に掲載させていただきます。
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(添付書類)

事 業 報 告（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

１ 会社の現況に関する事項

　(1) 事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、復興需要や政権交代後の積極的な構造改革

等への取り組みにより、円安傾向並びに株価の持ち直しが進み、景気回復への期

待は高まる一方、欧州債務問題再燃への懸念や新興国の成長鈍化などを背景に、

依然として先行き不透明な状況が続いております。

また、医療機器を取り巻く事業環境は、高齢化による需要の増加に加えて、院

内感染や医療事故防止のための医療用消耗品は、ニーズが底堅く、国内外で需要

拡大が続いております。しかしながら、国内外の電機メーカーを中心とした異業

種からの新規参入や既存メーカーの新分野への積極的な取り組みなど、他メーカ

ーとの競合は激しさを増しており、引き続き業界を取り巻く経営環境は厳しい状

況が続いております。

このような状況のもと、当社は、高品質製品の常時安定供給を優先事項と掲げ、

ユーザーと密着した営業活動の推進、品質を確保しながらもコスト競争力をもっ

た生産体制の構築並びに高度先進医療分野への研究開発活動の強化に取り組んで

まいりました。

(イ) 売上高

売上高は7,068百万円（前期比8.5％増）となりました。これは、主として

主力のフィットフィックス関連では、手術室用の吸引器であるフィットフィ

ックス及び病棟用の吸引器であるキューインポットが好調に推移したこと、

シリンジェクター関連では、特定保健医療材料であるPCAセットが新型の投入

により好調に推移したこと等によるものです。

(ロ) 営業利益

営業利益は1,260百万円（前期比24.3％増）となりました。これは、主とし

て売上の拡大等により売上総利益が増加したこと、販管費の節減に努めたこ

と等によるものです。

(ハ) 経常利益

経常利益は1,250百万円（前期比23.2％増）となりました。これは、主とし

て営業利益が増加したこと等によるものです。
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(ニ) 当期純利益

当期純利益は787百万円（前期比94.9％増）となりました。これは、主とし

て経常利益が増加したこと等によるものです。

　(2) 設備投資の状況

当期におきましては、生産設備の増強、研究開発機能の充実・強化を目的とし

て、121百万円の設備投資を行いました。これは、主として生産設備関連62百万

円、研究開発関連32百万円です。

　なお、重要な設備の除却、売却はありません。

　(3) 資金調達の状況

当期におきましては、経常的な借入金を除き資金調達を行っておりません。

　(4) 対処すべき課題

今後の当社を取り巻く環境は、医療費抑制策の基調が継続し、病院間の競争の

激化や国内外のメーカーとの価格競争などにより、引き続き厳しい状況で推移す

るものと思われます。このような状況のもと、当社の営業・技術・製造が一体と

なって市場競争力を高めるとともに、さらなる業績の向上、企業価値の増大に向

けて邁進すると同時に、顧客にとって不可欠なパートナーであり続けることを目

指して取り組んでおります。また当社が対処すべき課題として以下のことに取り

組んでまいります。

① 既存製品の拡充・新製品の開発

当社は「サクション（吸引）の大研（フィットフィックス、キューインポ

ット）」、「ポンプ（注入）の大研（シリンジェクター、バルーンジェクター）」

のイメージを定着させるとともに、新たな柱を最先端医療分野において早期

に打ち立て、最先端医療を支える当社のイメージを確立するよう取り組みま

す。

② 海外販売の拡充

当社の売上はそのほとんどを国内販売に依存しており、海外売上高の割合

は、平成24年３月期2.6％、平成25年３月期2.5％であります。今後も製品ラ

インアップ及び販売網の拡充に努め、海外での競争力をより一層高めていけ

るよう取り組みます。

③ 優秀な人材の確保、教育の強化

当社の企業価値は個々の従業員から創出されるものであります。当社の競

争力を高めるため、積極的に採用活動を行い、優秀な人材の確保・教育に取

り組みます。
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④ 品質保証体制の充実

当社は、改正薬事法を踏まえて製品の保守、点検や修理など、お客様から

のご要望に対して十分に応えられるように、品質保証体制の充実を図り、顧

客満足度の向上に取り組みます。

⑤ 強固な企業体質の確立

当社は、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、内部統制等の強化

を図り、強固な企業体質の確立に向けて取り組みます。

これらを踏まえ、独創技術で医療革命を目指す意味をこめたクーデック

（COOPDECH）のブランディング強化に努め、さらなる業績と顧客満足度の向上を図

り、企業価値の増大に向けて取り組んでまいる所存でございますので、株主の皆

様におかれましては、何卒一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申しあげ

ます。

　(5) 財産及び損益の状況の推移

区 分
第42期

平成22年３月期
第43期

平成23年３月期
第44期

平成24年３月期
第45期(当期)

平成25年３月期

売 上 高(千円) 5,739,369 6,242,357 6,515,255 7,068,350

経 常 利 益(千円) 819,135 951,595 1,014,504 1,250,125

当 期 純 利 益(千円) 487,503 555,058 404,108 787,543

１株当たり当期純利益　(円) 67.08 75.70 54.72 106.11

総 資 産(千円) 7,200,400 7,861,762 7,814,535 7,964,045

純 資 産(千円) 3,688,253 4,149,739 4,400,075 5,069,327

(注) 平成21年10月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。

　(6) 主要な事業内容

医療機器の研究開発、製造、販売及び輸出入
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　(7) 主要な営業所及び工場

名 称 所 在 地

本 店 本 社 大阪市中央区

研 究 拠 点 商品開発研究所 大阪府和泉市

新市場開発部 神奈川県川崎市

生 産 拠 点 和泉アセンブリーセンター 大阪府和泉市

営 業 拠 点 札 幌 支 店 札 幌 市 北 区

仙 台 支 店 仙台市青葉区

東 京 支 店 東京都千代田区

横 浜 支 店 横 浜 市 中 区

名 古 屋 支 店 名古屋市千種区

大 阪 支 店 大阪市中央区

広 島 支 店 広 島 市 南 区

福 岡 支 店 福岡市博多区

　

　(8) 従業員の状況

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

134名 ７名増 37歳10ヶ月 ８年９ヶ月

(注) 上記従業員数は、当社から他社への出向者を除く就業人員であります。なお、使用人兼務取締
役及び臨時従業員（パートタイマー、契約社員、嘱託社員、派遣社員）は含んでおりません。

　(9) 主要な借入先

借 入 先 借 入 額

株式会社三菱東京UFJ銀行 496,697千円

株式会社みずほ銀行 290,400千円

株式会社三井住友銀行 164,130千円

株式会社日本政策投資銀行 100,000千円

日本生命保険相互会社 65,000千円
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２ 会社の株式に関する事項

　(1) 発行可能株式総数

25,840,000株

　(2) 発行済株式の総数

7,960,000株（自己株式 447,004株を含む。）

　(3) 株 主 数

3,288名

　(4) 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

山 田 満 1,479,320 19.69

山 田 圭 一 1,469,440 19.56

山 田 雅 之 748,840 9.96

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 402,300 5.35

山 田 米 子 384,680 5.12

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 220,700 2.93

大 研 医 器 従 業 員 持 株 会 102,600 1.36

メロンバンクエヌエートリーテイークライアントオムニバス 101,100 1.34

野村信託銀行株式会社（投信口） 82,900 1.10

ザバンクオブニューヨークメロンアズエージェントビーエヌワイエムエイエスイーエイダッチペンションオムニバス 57,000 0.75

(注) 当社は、自己株式447,004株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、
持株比率は自己株式を控除して計算しております。

　(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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３ 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

平成22年７月15日及び平成22年７月30日開催の取締役会決議による新株予約権

① 新株予約権の払込金額 払込を要しない

② 新株予約権の行使価額 １個につき120,000円

③ 新株予約権の行使条件

ア．新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権

利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役または従業

員いずれかの地位を保有している場合に限る。ただし、定年退職その

他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

イ．新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使す

ることができない。

ウ．その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新

株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるとこ

ろによる。

④ 新株予約権の行使期間 平成24年８月１日から平成26年７月31日まで

⑤ 当社役員の保有状況

新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 保有者数

取 締 役

(社外取締役を除く)
60個 普通株式 6,000株 １人

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の

状況

該当事項はありません。
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４ 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長 山 田 満

代表取締役社長 山 田 圭 一

専 務 取 締 役 山 田 雅 之 新市場開発部長

常 務 取 締 役 大 浜 正 彦 財務経理部長

取 締 役 徳 山 平 烈 製造部担当

取 締 役 柳 堀 真 司 営業部長

取 締 役 古 賀 義 久
近畿大学医学部名誉教授、医療法人錦秀会阪和第一
泉北病院特別顧問

常 勤 監 査 役 上 原 康 司

監 査 役 大工舎 宏
株式会社アットストリーム取締役、株式会社ミライ
ト・ホールディングス社外監査役

監 査 役 岩 城 本 臣
荒川化学工業株式会社社外監査役、奥村組土木興業
株式会社社外監査役、中央総合法律事務所代表社員
弁護士

(注) １．取締役のうち古賀義久氏は社外取締役であります。
２．監査役のうち大工舎宏氏及び岩城本臣氏は社外監査役であります。
３．監査役大工舎宏氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有するものであります。また、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保
することを義務づけている独立役員であります。

４．監査役岩城本臣氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有
するものであります。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 支給人員 報酬等の額

取 締 役
　７名

(うち社外取締役１名）

　 232,560千円

(うち社外取締役3,600千円）

監 査 役
　３名

(うち社外監査役２名）

16,000千円

(うち社外監査役4,800千円）

計 　10名 　 248,560千円

(注) １．上記報酬等の額には、ストック・オプションとして取締役１名に付与した新株予約権に係
る当事業年度の費用計上額83千円を含んでおります。

２．上記のほか、使用人兼務取締役に対する使用人給与は14,800千円（賞与部分2,400千円含
む）であります。
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(3) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

社外取締役古賀義久氏の兼職先である近畿大学、医療法人錦秀会阪和第一泉

北病院と当社とは、特別の関係はありません。

社外監査役大工舎宏氏の兼職先である株式会社アットストリーム、株式会社

ミライト・ホールディングスと当社とは、特別の関係はありません。

社外監査役岩城本臣氏の兼職先である荒川化学工業株式会社、奥村組土木興

業株式会社、中央総合法律事務所と当社とは、特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主な活動状況

社 外 取 締 役 古 賀 義 久
当事業年度開催の取締役会16回のうち15回に出席し、
主に医師としての専門的見地からの発言を行っており
ます。

社 外 監 査 役 大工舎 宏
当事業年度開催の取締役会16回のうち14回、監査役会
11回のうち11回に出席し、主に公認会計士としての専
門的見地からの発言を行っております。

社 外 監 査 役 岩 城 本 臣
当事業年度開催の取締役会16回のうち16回、監査役会
11回のうち11回に出席し、主に弁護士としての専門的
見地からの発言を行っております。

５ 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区 分 支払額

① 当 社 が 会 計 監 査 人 に 支 払 う べ き 報 酬 等 の 合 計 額 19,000千円

② 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 19,000千円

(注) 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。
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(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判

断した場合は、取締役会に会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目

的とすることを請求します。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を

解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される

株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。

６ 会社の体制及び方針

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体

制」について、取締役会において決議しております。その内容は以下のとおりで

あります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

・取締役会は、法令・定款・社内規程等に従い、経営に関する重要事項を決

定するとともに、取締役の職務執行を監督する。

・取締役及び使用人は、取締役会が決定した役割と職務範囲において、法

令・定款・社内規程等に従い、その職務を執行する。

・当社は、コンプライアンス体制の基礎として、社長を筆頭とした「内部統

制委員会」を設置し、コンプライアンス経営の推進を図る。

・当社は、法令違反等コンプライアンスに係る事実についての通報体制とし

て「コンプライアンスヘルプライン」を設置し、運用する。

・当社は、社長直轄の内部監査室を設置し、定期的なモニタリングを実施す

ることにより、内部統制システムが有効に機能していることを確認する。

・取締役及び使用人は、反社会的勢力からの不当請求等に対し、毅然とした

態度で対応し、経済的利益供与は決して行わない。

・当社は、財務報告の信頼性確保のための社内体制を構築し、その整備・運

用状況を定期的に評価する。

② 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理体制

・取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等法定文書の他、重要情報の

記載ある文書及び情報等を「情報・文書管理規程」の定めに従い、適切に

管理する。
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③ 損失の危険の管理に関する規程

・リスク管理を適切に行うため、「リスク管理規程」を整備し、当社業務に係

るリスクを定期的に分類・分析し、その発生防止、軽減に努める。

④ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役は年度執行計画及び中期計画に基づき、業務の進捗状況等を定期的

に確認する。

・取締役会を毎月開催し、重要事項の決定及び各部における進捗状況報告等

の業務報告を行う。

⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項及びその独立性に関する事項

・監査役は、当社の使用人から監査役補助者の任命を求めることができる。

・監査役補助者は、監査役の指揮命令の下で業務を遂行する。

・監査役補助者の評価は、監査役会が行う。

⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告

に関する体制

・監査役は、監査役会の定める監査計画に従い、取締役会及びその他重要な

会議に出席し、取締役及び使用人から重要事項に係る報告を受ける。

・監査役は、取締役、使用人、会計監査人等から報告を受けた場合、必要に

応じてこれを監査役会に報告する。

⑦ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役会は、監査計画を作成し、これに基づいた監査を実施の上、その結

果につき取締役会等において報告を行う。

・監査役は、代表取締役、会計監査人との間で適宜意見交換を行う。

・監査役は、内部監査室と連携し、監査の実効性を確保する。

(2) 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。
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(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主への配当政策を重要経営課題の一つと認識し、経営成績に裏づけ

された成果の配分を行うことを基本と考えております。一方、現状の自己資本の

状況から、将来の事業展開と経営体質強化のため内部留保の確保も必要不可欠な

ものであります。内部留保資金につきましては、今後の有望な事業分野に投下し、

さらに高い利益性と成長性を実現することで企業価値の増大を図り、投資価値の

拡大とさらなる利益還元につなげてまいりたいと考えております。

　当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、法令に別段の定めのあ

る場合を除き、取締役会の決議によって会社法第459条第１項各号に定める剰余金

の配当をすることができる旨定款に定めております。

　なお、当期の配当金につきましては、平成25年５月15日開催の取締役会決議に

より、１株当たり43円とさせていただきます。
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貸 借 対 照 表
（平成25年３月31日現在）

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 5,387,376 流 動 負 債 2,274,895

現 金 及 び 預 金 1,911,220 支 払 手 形 469,723

受 取 手 形 1,049,656 買 掛 金 296,446

売 掛 金 1,232,811 短 期 借 入 金 150,000

製 品 631,060 １年内返済予定の長期借入金 399,636

仕 掛 品 65,422 未 払 金 293,780

原 材 料 223,438 未 払 費 用 268,939

前 払 費 用 23,414 未 払 法 人 税 等 299,437

繰 延 税 金 資 産 161,535 未 払 消 費 税 等 52,414

そ の 他 流 動 資 産 89,205 預 り 金 19,874

貸 倒 引 当 金 △388 設 備 関 係 支 払 手 形 17,748

そ の 他 流 動 負 債 6,895

固 定 資 産 2,576,668

有形固定資産 2,302,513 固 定 負 債 619,823

建 物 786,854 長 期 借 入 金 566,591

機 械 及 び 装 置 159,801 長 期 預 り 保 証 金 11,622

工 具、 器 具 及 び 備 品 71,265 そ の 他 固 定 負 債 41,609

土 地 1,197,677 負 債 合 計 2,894,718
建 設 仮 勘 定 86,913 （純 資 産 の 部）

株 主 資 本 5,066,246

無形固定資産 87,598 資 本 金 495,875

ソ フ ト ウ エ ア 82,495 資 本 剰 余 金 447,447

電 話 加 入 権 5,103 資 本 準 備 金 400,875

そ の 他 資 本 剰 余 金 46,572

投資その他の資産 186,556 利 益 剰 余 金 4,231,180

投 資 有 価 証 券 6,137 利 益 準 備 金 23,750

出 資 金 1 そ の 他 利 益 剰 余 金 4,207,430

破 産 更 生 債 権 等 187 別 途 積 立 金 690,000

長 期 前 払 費 用 5,831 繰 越 利 益 剰 余 金 3,517,430

繰 延 税 金 資 産 59,214 自 己 株 式 △108,256

差 入 保 証 金 95,769 評価・換算差額等 484

会 員 権 25,500 その他有価証券評価差額金 484

生 命 保 険 積 立 金 13,102 新 株 予 約 権 2,596

貸 倒 引 当 金 △19,187 純 資 産 合 計 5,069,327

資 産 合 計 7,964,045 負債・純資産合計 7,964,045
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損 益 計 算 書

（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 7,068,350

売 上 原 価 3,562,800

売 上 総 利 益 3,505,550

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,244,783

営 業 利 益 1,260,766

営 業 外 収 益

受 取 利 息 417

受 取 配 当 金 179

受 取 補 償 金 2,391

そ の 他 917 3,904

営 業 外 費 用

支 払 利 息 10,046

そ の 他 4,499 14,545

経 常 利 益 1,250,125

特 別 利 益

ゴ ル フ 会 員 権 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 7,350 7,350

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 5,140 5,140

税 引 前 当 期 純 利 益 1,252,334

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 492,029

法 人 税 等 調 整 額 △27,238 464,791

当 期 純 利 益 787,543
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株主資本等変動計算書

（平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで）

(単位：千円)

株主資本

資 本 金

資本剰余金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成24年４月１日残高 495,875 400,875 22,699 423,574

当事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 ―

当 期 純 利 益 ―

自 己 株 式 の 取 得 ―

自 己 株 式 の 処 分 23,872 23,872

株主資本以外の項目の
当事業年度中の変動額（純額)

―

当事業年度中の変動額合計 ― ― 23,872 23,872

平成25年３月31日残高 495,875 400,875 46,572 447,447

(単位：千円)

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

平成24年４月１日残高 23,750 690,000 2,900,084 3,613,834 △135,606 4,397,678

当事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △170,198 △170,198 △170,198

当 期 純 利 益 787,543 787,543 787,543

自 己 株 式 の 取 得 ― △20 △20

自 己 株 式 の 処 分 ― 27,370 51,243

株主資本以外の項目の
当事業年度中の変動額（純額)

― ―

当事業年度中の変動額合計 ― ― 617,345 617,345 27,350 668,568

平成25年３月31日残高 23,750 690,000 3,517,430 4,231,180 △108,256 5,066,246
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(単位：千円)

評価・換算差額等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成24年４月１日残高 △435 △435 2,833 4,400,075

当事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 ― △170,198

当 期 純 利 益 ― 787,543

自 己 株 式 の 取 得 ― △20

自 己 株 式 の 処 分 ― 51,243

株主資本以外の項目の

当事業年度中の変動額（純額)
920 920 △237 682

当事業年度中の変動額合計 920 920 △237 669,251

平成25年３月31日残高 484 484 2,596 5,069,327
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個 別 注 記 表

重要な会計方針

　１ 有価証券の評価基準及び評価方法

　その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの 移動平均法による原価法

　２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

製品 総平均法

原材料 総平均法

仕掛品 総平均法

　３ 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

　但し、平成10年４月１日以降取得の建物（建物附属設備を除く）は

定額法

　また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能

限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっ

ております。

無形固定資産 定額法

　但し、ソフトウエア（自社利用分）については社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法

　４ 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

　５ 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。
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　（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

減価償却方法の変更

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

　（追加情報)

当社は、平成24年４月に退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付

制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第１号)を適用しております。

これに伴う確定拠出年金制度への資産の未移管額は、当事業年度末において57百万円であり、

未払金及び長期未払金（固定負債の「その他固定負債」）に計上しております。

貸借対照表に関する注記

１ 有形固定資産の減価償却累計額 2,018,866千円

２ 期末日満期手形の会計処理については、手形満期日をもって決済処理しております。

なお、当事業年度末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高より除か

れております。

　 受取手形 44,743千円

　 支払手形 163,583千円

　 設備関係支払手形 6,803千円

― 18 ―



株主資本等変動計算書に関する注記

　１ 発行済株式及び自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

　 発行済株式

　普通株式(株) 7,960,000 ― ― 7,960,000

合計 (株) 7,960,000 ― ― 7,960,000

　 自己株式

　普通株式(株) 560,084 20 113,100 447,004

合計 (株) 560,084 20 113,100 447,004

（変動事由の概要）

自己株式増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式買い取り請求による増加 20株

自己株式減少数の内訳は、次のとおりであります。

新株予約権の権利行使による減少 113,100株

　２ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成24年５月15日

取締役会
普通株式 170,198千円 23円 平成24年３月31日 平成24年６月12日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成25年５月15日

取締役会
普通株式 利益剰余金 323,058千円 43円 平成25年３月31日 平成25年６月11日

　３ 新株予約権（権利行使期間が到来しているもの）の目的となる株式の数に関する事項

平成20年ストック・オプションとしての新株予約権

普通株式 37,000株

平成22年ストック・オプションとしての新株予約権

普通株式 64,900株
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税効果会計に関する注記

　１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

　 繰延税金資産

　 貸倒引当金 6,805千円

　 会員権評価損 18,832千円

　 投資有価証券評価損 13,108千円

　 確定拠出年金制度への移行に伴う未払金 22,145千円

　 未払費用 79,175千円

　 棚卸資産評価損 37,888千円

　 その他 48,312千円

　 小計 226,268千円

　 評価性引当額 △5,518千円

　 繰延税金資産の合計 220,750千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五

以下であるため注記を省略しております。
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リースにより使用する固定資産に関する注記

　リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

（借主側）

　１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相当額
（千円）

減価償却累計額相当額
（千円）

期末残高相当額
（千円）

工具、器具及び備品 6,672 6,672 ―

合 計 6,672 6,672 ―

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い
ため支払利子込み法により算定しております。

　２ 未経過リース料期末残高相当額

一年内 ―

一年超 ―

　合計 ―

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占
める割合が低いため支払利子込み法により算定しております。

　３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 889千円

減価償却費相当額 889千円

　４ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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金融商品に関する注記

１ 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に関する取組方針

当社は、資金運用及び調達方針として、資金運用管理規程に基づき計画的かつ効率的な運用と

調達を実現し、財務費用の低減と財政基盤の強化を図ることを目的としております。

　資金運用については、元本リスクのないものを中心として短期的な預金等に限定し、資金調達

については、銀行等金融機関からの借入を中心として、多額の設備投資が生じた場合には、エク

イティファイナンス等の直接金融の活用を図ってまいります。

(2) 金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金については、取引先の信用リスクに晒されております。こ

のリスクに対して、当社では、取引先ごとの期日管理及び残高管理の徹底を行うとともに与信管

理規程に基づき年１回与信限度額水準の見直しを行い、信用リスクの低減を図っております。

　投資有価証券については、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リス

クに晒されておりますが、四半期ごとに時価の把握を行い、機動的に対応できる体制を整えてお

ります。

　営業債務である支払手形及び買掛金については、全て１年以内の支払期日であります。

　借入金については、運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、支払金利の

変動リスクに晒されておりますが、このうち長期借入金の金利変動リスクに対しては金利を固定

化することによりリスク回避を行っております。

　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次資金繰表を

作成した上で、日次で入出金の確認を行い、流動性リスクの軽減を図っております。
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２ 金融商品の時価等に関する事項

平成25年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に

ついては、次のとおりであります。

（単位：千円）

貸借対照表

計上額
時価 差額

（１）現金及び預金 1,911,220 1,911,220 ―

（２）受取手形及び売掛金 2,282,468 2,282,468 ―

（３）投資有価証券

　 その他有価証券
6,137 6,137 ―

資産計 4,199,826 4,199,826 ―

（４）支払手形及び買掛金 766,169 766,169 ―

（５）短期借入金 150,000 150,000 ―

（６）長期借入金

　 （１年内返済予定長期借入金を含む）
966,227 969,269 3,042

負債計 1,882,396 1,885,439 3,042

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

その他有価証券における種類ごとの取得原価、貸借対照表計上額及びこれらの差額につ

いては、次のとおりであります。

（単位：千円）

区分 取得原価
貸借対照表

計上額
差額

　貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

　株式 3,395 4,184 788

　貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

　株式 1,989 1,953 △36

合計 5,385 6,137 752

・減損処理を行った有価証券については減損後の価額を取得原価としております。

・減損処理にあたっては期末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められる額について

減損処理を行っております。
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負 債

(4) 支払手形及び買掛金並びに(5) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっております。

(6) 長期借入金（１年内返済予定長期借入金を含む）

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いて算定する方法によっております。

デリバティブ取引

該当事項はありません。

(注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

科目 １年以内

現金及び預金 1,911,220

受取手形及び売掛金 2,282,468

投資有価証券

満期保有目的の債券 ―

　その他有価証券のうち満期があるもの ―

合計 4,193,688

(注3) 長期借入金及びその他有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

科目 １年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

短期借入金 150,000 ― ― ― ― ―

長期借入金 399,636 318,423 198,168 50,000 ― ―

合計 549,636 318,423 198,168 50,000 ― ―

(注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価額に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に算定

された価額が含まれております。

　当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することもあります。
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１株当たり情報に関する注記

１ １株当たり純資産額 674円40銭

２ １株当たり当期純利益 106円11銭

※貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表における記載金額は、表示単位未

満を切り捨てて表示しております。
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成25年５月７日

大研医器株式会社

　取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 米 林 彰㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 柴 崎 美 帆㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、大研医器株式会社の平成24年４月
１日から平成25年３月31日までの第45期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第45期事業年度の取
締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本
監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
　
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及
び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分
担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収
集及び監査の環境の整備に努めると共に、取締役会その他の重要会議に出席し、取
締役及び内部監査部門等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務
の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務
の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に
定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されてい
る体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用
の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたし
ました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に
行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を

「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、
当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

二 取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重
大な事実は認められません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職
務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

平成25年５月10日
大研医器株式会社 監査役会

常勤監査役 上 原 康 司 ㊞

社外監査役 大 工 舎 宏 ㊞

社外監査役 岩 城 本 臣 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案　取締役５名選任の件

取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして

は、社外取締役１名を含む取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名

（生年月日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当社

の 株 式 の 数

１
山　田
やま だ

　 満
みつる

(昭和７年８月７日)

昭和43年11月 当社設立

1,479,320株
代表取締役社長就任

平成16年３月 代表取締役会長就任（現任）

平成23年４月 営業本部長

２
山　田　圭　一
やま だ けい いち

(昭和33年２月15日)

昭和57年７月 当社入社 取締役就任

1,469,440株

平成元年４月 常務取締役就任

平成９年４月 専務取締役就任

平成16年３月 代表取締役社長就任（現任）

平成23年４月 開発本部長兼海外関連担当

平成25年４月 研究部長（現任）

３
山　田　雅　之
やま だ まさ ゆき

(昭和35年１月６日)

昭和57年７月 当社入社 取締役就任

748,840株

平成元年４月 常務取締役就任

平成16年３月 顧客インターフェース統括

平成18年４月 カスタマー関連・製造統括

カスタマーセンター長

平成19年４月 営業本部長

平成20年４月 商品企画部長

平成21年４月 営業本部長

平成22年６月 専務取締役就任（現任)

平成23年４月 新市場開発部長（現任)

４

やなぎ ほり しん じ

柳 堀 真 司
(昭和34年３月27日)

平成９年２月 当社入社

43,000株

平成15年４月 市場開発室長

平成15年12月 取締役就任

平成17年４月 市場開発部長

平成18年４月 マーケティング・学術担当

商品企画部長

平成20年４月 商品企画部副部長

平成21年４月 商品企画部長

平成22年４月 営業本部副本部長

平成22年６月 取締役退任

平成24年４月 営業部長（現任）

平成24年６月 取締役就任（現任）

― 28 ―



候補者
番 号

氏 名

（生年月日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当社

の 株 式 の 数

５
古　賀　義　久
こ が よし ひさ

(昭和18年12月５日)

平成５年４月 東北大学医学部附属病院中央手術部助教授

3,000株

平成６年４月 近畿大学医学部麻酔科学教室主任教授

平成６年５月 近畿大学医学部附属病院集中治療部長

平成９年４月 近畿大学医学部附属病院救命救急センター本部長

平成11年４月 近畿大学医学部附属病院中央手術部長

平成14年10月 近畿大学医学部附属病院副院長

平成22年４月 近畿大学医学部特任教授

医療法人錦秀会阪和第一泉北病院顧問

平成22年６月 当社取締役就任（現任）

平成24年４月 近畿大学医学部名誉教授（現任）

医療法人錦秀会阪和第一泉北病院特別顧問（現任）

(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 古賀義久氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者の古賀義久氏につきましては、過去に会社経営に関与された経験はあり

ませんが、医療全般に関する豊富な経験、知見を有しており、その経歴等から、社外取締
役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしております。

4. 古賀義久氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって３年となります。

以 上
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株主総会会場ご案内図

会場：大阪市北区中之島５丁目３番68号

　 リーガロイヤルホテル ペリドットの間

●京阪電車／中之島線 中之島駅下車２番出口 徒歩約３分
●地 下 鉄／千日前線・中央線 阿波座駅下車９番出口 徒歩約７分
●JR環状線／野田駅下車 徒歩約10分 JR東西線／新福島駅下車 徒歩約８分
●市 バ ス／大阪駅前から53番（船津橋行）終点船津橋下車横
●リーガロイヤルホテル大阪無料シャトルバス／JR「大阪駅」より15分間隔で循環／
乗車場所 JR大阪駅西側(高架南寄り）

＊誠に恐縮ながら、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。
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